
2022/4/3 
高円宮杯 ＪＦＡ U-15サッカーリーグ2022秋田県すぎっちリーグ 1部 大会要項 
 

  主  旨  Ｕ－１５の県内トップチームが拮抗したリーグ戦を実施することで、個人技術・戦術そしてチームのレベルア
ップと、健全な心身の育成を図ることをねらいとする。 

 
１ 主  催  一般社団法人秋田県サッカー協会 
 
２ 主  管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会 
                         
３ 期  日 第１節4/16  第２節4/30  第３節5/7  第４節5/14  第５節5/28  第６節6/4  第７節6/11  第８節7/9 

  第９節7/30  第10節8/20  第11節8/27  第12節9/10  第13節9/23  第14節10/1 を基本とする。 
※学校行事等により予備日を利用する場合も連戦は不可とする。 

             ※８チーム１ブロックのＨ＆Ａ２回戦総当たりリーグ戦とする。 
        参加チーム 
        スポルティフ秋田Ａ・ブラウブリッツ秋田U-15B・仁賀保中・ＦＣあきたＢ・グロースＦＣ・大曲中・神岡ＦＣ・ＦＣEstrellaＡ 

※第一日曜日、第三日曜日は中体連チームとの試合を開催しない。 

 
４ 会  場  担当責任者中学校グラウンド 他 
                   
５ 参加資格     
 (1) (公財)日本サッカー協会に令和４年度第３種または女子に加盟登録している選手《単独チーム・合同チーム・複数チー

ム（２ndチームは１stチーム直下のリーグまで）可》で保護者が参加に同意していること。 
 (2) ２００７年４月２日以降に生まれた選手であること。 
  
６ 大会参加費 １チーム２５，２００円とする。（１試合あたり１チーム1,800円） 
 
７ チーム編成 
     チームは部長１名、監督１名、コーチ・マネージャー・選手数の上限は設けない。 
   （ベンチには上記以外の者は入れない。） 
 
８ 競技方法 
 (1) 試合はリーグ戦方式とする。 
   勝点制（勝ち３・引分１）をとり、勝点が同じ場合、得失点・総得点・対戦成績の順に従い決定する。それでも同率の

場合は抽選により決定する。 
 (2) 試合時間は７０分（３５分ハーフ） インターバルは１０分とする。 
 (3) 新型コロナウィルスによる感染症予防も兼ね飲水タイムはとる。また、クーリングブレイクは状況に応じてとる。 
 
９ 競技規則 
 (1) 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

ただし、以下については本大会規定を定める。 
 (2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者は再び出場できない。 
 (3) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず、違反行為によってはそれ以降の処置について 

(一社)秋田県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において決定する。 
 (4) 本大会中、警告を３回受けた選手は次の１試合に出場できない。 
 (5) ローカルルールとして１人審判制も可とする。 
           
10 組合せ  別紙の通り実施する。                                                   
 
11 負傷及び事故の責任 
 (1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。 
 (2) 大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。        
 
12 その他 
(1) 上位１チームは、 10月16.17日に実施予定の、2022年度みちのくチャレンジリーグ参入戦参加の権利を得る。(後日

開される参入戦要項に従う。）また、参入戦の結果により、下位（１～３）チームは2023年度２部リーグへ降格する。
（プレーオフを行うこともある） 

 
 (2) 参加申込可否についての通知書は、３月６日（日）～３月１７日（木） 

      参加申込書は、４月１５日（金）まで ※追加登録可 
     メールアドレス   fc-konmaru@mta.biglobe.ne.jp     ３種委員長 古仲 

    期限厳守 
 

 



2022/4/3 
高円宮杯 ＪＦＡ U-15サッカーリーグ2022秋田県すぎっちリーグ 2部 大会要項 

   
主  旨  Ｕ－１５の県内チームが拮抗したリーグ戦を実施することで、個人技術・戦術そしてチームのレベルアップ

と、健全な心身の育成を図ることをねらいとする。 
 

 
１ 主  催  一般社団法人秋田県サッカー協会 
 
２ 主  管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会 
                         
                         
３ 期  日 第１節4/16  第２節4/30  第３節5/14  第４節6/4  第５節6/11  第６節6/25  第７節7/2  第８節7/9 

  第９節7/30  第10節8/20  第11節8/27  第12節9/10  第13節9/23  第14節10/1 を基本とする。 
※学校行事等により予備日を利用する場合も連戦は不可とする。 

             ※８チーム１ブロックのＨ＆Ａ２回戦総当たりリーグ戦とする。 
        参加チーム 

ＢＴＯＦＣU15Ａ、泉中、ＦＣあきたＣ、ブラウブリッツ秋田U-15C、スポルティフ秋田Ｂ、土崎中、Ｌキッカーズ・マックス 

ＹＦＣセレジェスタＡ 
       ※第一日曜日、第三日曜日は中体連チームとの試合を開催しない。 

 
４ 会  場  担当責任者中学校グラウンド 他 
                   
５ 参加資格     
 (1) (公財)日本サッカー協会に令和４年度第３種または女子に加盟登録している選手《単独チーム・合同チーム・複数チー

ム（２ndチームは１stチーム直下のリーグまで）可》で保護者が参加に同意していること。 
 (2) ２００７年４月２日以降に生まれた選手であること。 
  
６ 大会参加費 １チーム２５，２００円とする。（１試合あたり１チーム1,800円） 
 
７ チーム編成 
     チームは部長１名、監督１名、コーチ・マネージャー・選手数の上限は設けない。 
   （ベンチには上記以外の者は入れない。） 
 
８ 競技方法 
 (1) 試合はリーグ戦方式とする。 
   勝点制（勝ち３・引分１）をとり、勝点が同じ場合、得失点・総得点・対戦成績の順に従い決定する。それでも同率の

場合は抽選により決定する。 
 (2) 試合時間は７０分（３５分ハーフ） インターバルは１０分とする。 
 (3) 新型コロナウィルスによる感染症予防も兼ね飲水タイムはとる。また、クーリングブレイクは状況に応じてとる。 
 
９ 競技規則 
 (1) 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

ただし、以下については本大会規定を定める。 
 (2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者は再び出場できない。 
 (3) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず、違反行為によってはそれ以降の処置について 

(一社)秋田県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において決定する。 
 (4) 本大会中、警告を３回受けた選手は次の１試合に出場できない。 
 (5) ローカルルールとして１人審判制も可とする。 
           
10 組合せ  別紙の通り実施する。                                                   
 
11 負傷及び事故の責任 
 (1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。 
 (2) 大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。        
 
12 その他 
(1)2022年度みちのく参入戦の結果により、上位（１～３）チームは2023年度１部リーグへ昇格（プレーオフを行うことも

ある）、下位（２～３）チームが３部リーグへ降格（プレーオフを行うこともある）する。 
    
(2) 参加申込可否についての通知書は、３月６日（日）～３月１７日（木） 

      参加申込書は、４月１５日（金）まで ※追加登録可 
     メールアドレス   fc-konmaru@mta.biglobe.ne.jp     ３種委員長 古仲 

    期限厳守 



 
2022/4/3 

高円宮杯 ＪＦＡ U-15サッカーリーグ2022秋田県すぎっちリーグ 3部(Aブロック) 大会要項 
 
   

主  旨  Ｕ－１５の県内チームが拮抗したリーグ戦を実施することで、個人技術・戦術そしてチームのレベルアップ
と、健全な心身の育成を図ることをねらいとする。 

 
 
１ 主  催  一般社団法人秋田県サッカー協会 
 
２ 主  管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会 
                         
３ 期  日 第１節4/16  第２節4/30  第３節5/14  第４節6/4  第５節6/11  第６節6/25  第７節7/2  第８節7/9 

  第９節7/30  第10節8/20  第11節8/27  第12節9/10  第13節9/23  第14節10/1 を基本とする。 
※学校行事等により予備日を利用する場合も原則連戦は不可とする。 

             ※８チーム１ブロックのＨ＆Ａ２回戦総当たりリーグ戦とする。 
        参加チーム 
        西目中、ＦＣEstrellaＢ、城南中、秋田南中、ＦＣあきたＤ、美鄕中、十文字ＦＣ、秋田西中  
       ※第一日曜日、第三日曜日は中体連チームとの試合を開催しない。 

                    
４ 会  場  担当責任者中学校グラウンド 他 
                   
５ 参加資格     
 (1) (公財)日本サッカー協会に令和４年度第３種または女子に加盟登録している選手《単独チーム・合同チーム・複数チー

ム（２ndチームは１stチーム直下のリーグまで）可》で保護者が参加に同意していること。 
 (2) ２００７年４月２日以降に生まれた選手であること。 
  
６ 大会参加費 １チーム２５，２００円とする。（１試合あたり１チーム1,800円） 
 
７ チーム編成 
     チームは部長１名、監督１名、コーチ・マネージャー・選手数の上限は設けない。 
   （ベンチには上記以外の者は入れない。） 
 
８ 競技方法 
 (1) 試合はリーグ戦方式とする。 
   勝点制（勝ち３・引分１）をとり、勝点が同じ場合、得失点・総得点・対戦成績の順に従い決定する。それでも同率の

場合は抽選により決定する。 
 (2) 試合時間は７０分（３５分ハーフ） インターバルは１０分とする。 
 (3) 新型コロナウィルスによる感染症予防も兼ね飲水タイムはとる。また、クーリングブレイクは状況に応じてとる。 
 
９ 競技規則 
 (1) 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

ただし、以下については本大会規定を定める。 
 (2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者も一度だけは再び出場できる。 
 (3) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず、違反行為によってはそれ以降の処置について 

(一社)秋田県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において決定する。 
 (4) 本大会中、警告を３回受けた選手は次の１試合に出場できない。 
 (5) ローカルルールとして１人審判制も可とする。 
           
10 組合せ  別紙の通り実施する。                                                    
 
11 負傷及び事故の責任 
 (1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。 
 (2) 大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。        
 
12 その他 
(1)2022年度みちのく参入戦の結果により、上位（１～２）チームは2023年度２部リーグへ昇格（プレーオフを行うことも

ある）、下位（２）チームが４部リーグへ降格する。 
(2) 参加申込可否についての通知書は、３月６日（日）～３月１７日（木） 

      参加申込書は、４月１５日（金）まで ※追加登録可 
     メールアドレス   fc-konmaru@mta.biglobe.ne.jp     ３種委員長 古仲 

    期限厳守 
 



 
2022/4/3 

高円宮杯 ＪＦＡ U-15サッカーリーグ2022秋田県すぎっちリーグ 3部(Bブロック) 大会要項 
 
   

主  旨  Ｕ－１５の県内チームが拮抗したリーグ戦を実施することで、個人技術・戦術そしてチームのレベルアップ
と、健全な心身の育成を図ることをねらいとする。 

 
 
１ 主  催  一般社団法人秋田県サッカー協会 
 
２ 主  管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会 
                         
３ 期  日 第１節4/16  第２節4/30  第３節5/14  第４節6/4  第５節6/11  第６節6/25  第７節7/2  第８節7/9 

  第９節7/30  第10節8/20  第11節8/27  第12節9/10  第13節9/23  第14節10/1 を基本とする。 
※学校行事等により予備日を利用する場合も原則連戦は不可とする。 

             ※８チーム１ブロックのＨ＆Ａ２回戦総当たりリーグ戦とする。 
        参加チーム 
        本荘北中、飯島中、秋田東中、城東中、勝平中、象潟中、桜中、グロースＦＣＢ    
       ※第一日曜日、第三日曜日は中体連チームとの試合を開催しない。 

                    
４ 会  場  担当責任者中学校グラウンド 他 
                   
５ 参加資格     
 (1) (公財)日本サッカー協会に令和４年度第３種または女子に加盟登録している選手《単独チーム・合同チーム・複数チー

ム（２ndチームは１stチーム直下のリーグまで）可》で保護者が参加に同意していること。 
 (2) ２００７年４月２日以降に生まれた選手であること。 
  
６ 大会参加費 １チーム２５，２００円とする。（１試合あたり１チーム1,800円） 
 
７ チーム編成 
     チームは部長１名、監督１名、コーチ・マネージャー・選手数の上限は設けない。 
   （ベンチには上記以外の者は入れない。） 
 
８ 競技方法 
 (1) 試合はリーグ戦方式とする。 
   勝点制（勝ち３・引分１）をとり、勝点が同じ場合、得失点・総得点・対戦成績の順に従い決定する。それでも同率の

場合は抽選により決定する。 
 (2) 試合時間は７０分（３５分ハーフ） インターバルは１０分とする。 
 (3) 新型コロナウィルスによる感染症予防も兼ね飲水タイムはとる。また、クーリングブレイクは状況に応じてとる。 
 
９ 競技規則 
 (1) 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

ただし、以下については本大会規定を定める。 
 (2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者も一度だけは再び出場できる。 
 (3) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず、違反行為によってはそれ以降の処置について 

(一社)秋田県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において決定する。 
 (4) 本大会中、警告を３回受けた選手は次の１試合に出場できない。 
 (5) ローカルルールとして１人審判制も可とする。 
           
10 組合せ  別紙の通り実施する。                                                    
 
11 負傷及び事故の責任 
 (1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。 
 (2) 大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。        
 
12 その他 
(1)2022年度みちのく参入戦の結果により、上位（１～２）チームは2023年度２部リーグへ昇格（プレーオフを行うことも

ある）、下位（２）チームが４部リーグへ降格する。 
(2) 参加申込可否についての通知書は、３月６日（日）～３月１７日（木） 

      参加申込書は、４月１５日（金）まで ※追加登録可 
     メールアドレス   fc-konmaru@mta.biglobe.ne.jp     ３種委員長 古仲 

    期限厳守 
 



 
 
2022/4/3 

高円宮杯 ＪＦＡ U-15サッカーリーグ2022秋田県すぎっちリーグ 4部(Aブロック) 大会要項 
 

主  旨  Ｕ－１５の県内チームが拮抗したリーグ戦を実施することで、個人技術・戦術そしてチームのレベルアップ
と、健全な心身の育成を図ることをねらいとする。 

 
１ 主  催  一般社団法人秋田県サッカー協会 
 
２ 主  管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会 
                         
３ 期  日 第１節4/16  第２節4/30  第３節5/14  第４節6/4  第５節6/11  第６節6/25  第７節7/2  第８節7/9 

  第９節7/30  第10節8/20  第11節8/27  第12節9/10  第13節9/23  第14節10/1 を基本とする。 
※学校行事等により予備日を利用する場合も原則連戦は不可とする。 

             ※７チーム１ブロックのＨ＆Ａ２回戦総当たりリーグ戦とする。 
        参加チーム 
        ＢＴＯＦＣU15Ｂ、山王中、天王南中、秋田北中、外旭川中、天王中、羽城中 

 ※第一日曜日、第三日曜日は中体連チームとの試合を開催しない。 

                    
４ 会  場  担当責任者中学校グラウンド 他 
                   
５ 参加資格     
 (1) (公財)日本サッカー協会に令和４年度第３種または女子に加盟登録している選手《単独チーム・合同チーム・複数チー

ム（２ndチームは１stチーム直下のリーグまで）可》で保護者が参加に同意していること。 
 (2) ２００７年４月２日以降に生まれた選手であること。 
  
６ 大会参加費  １チーム２１，６００円とする。（１試合あたり１チーム1,800円）※参加チーム数により変更あり 
 
７ チーム編成 
     チームは部長１名、監督１名、コーチ・マネージャー・選手数の上限は設けない。 
   （ベンチには上記以外の者は入れない。） 
 
８ 競技方法 
 (1) 試合はリーグ戦方式とする。 
   勝点制（勝ち３・引分１）をとり、勝点が同じ場合、得失点・総得点・対戦成績の順に従い決定する。それでも同率の

場合は抽選により決定する。 
 (2) 試合時間は７０分（３５分ハーフ） インターバルは１０分とする。 
 (3) 新型コロナウィルスによる感染症予防も兼ね飲水タイムはとる。また、クーリングブレイクは状況に応じてとる。 
 
９ 競技規則 
 (1) 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

ただし、以下については本大会規定を定める。 
 (2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者も一度だけは再び出場できる。 
(3) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず、違反行為によってはそれ以降の処置について 

(一社)秋田県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において決定する。 
 (4) 本大会中、警告を３回受けた選手は次の１試合に出場できない。 
 (5) ローカルルールとして１人審判制も可とする。 
           
10 組合せ  別紙の通り実施する。                                                  
 
11 負傷及び事故の責任 
 (1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。 
 (2) 大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。        
 
12 その他 
(1) 2022年度みちのく参入戦の結果により、上位（１～３）チームは2023年度３部リーグへ昇格する。（参入戦を行うこと

もある） 
(2) 参加申込可否についての通知書は、３月６日（日）～３月１７日（木） 

      参加申込書は、４月１５日（金）まで ※追加登録可 
     メールアドレス   fc-konmaru@mta.biglobe.ne.jp     ３種委員長 古仲 

    期限厳守 
  

 



 
2022/4/3 

高円宮杯 ＪＦＡ U-15サッカーリーグ2022秋田県すぎっちリーグ 4部(Bブロック) 大会要項 
 

主  旨  Ｕ－１５の県内チームが拮抗したリーグ戦を実施することで、個人技術・戦術そしてチームのレベルアップ
と、健全な心身の育成を図ることをねらいとする。 

 
１ 主  催  一般社団法人秋田県サッカー協会 
 
２ 主  管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会 
                         
３ 期  日 第１節4/16  第２節4/30  第３節5/14  第４節6/4  第５節6/11  第６節6/25  第７節7/2  第８節7/9 
       第９節7/30  第10節8/20  第11節8/27  第12節9/10  第13節9/23  第14節10/1 を基本とする。 

※学校行事等により予備日を利用する場合も原則連戦は不可とする。 
             ※７チーム１ブロックのＨ＆Ａ２回戦総当たりリーグ戦とする。 
        参加チーム 
        東中・南中・金浦・大内、河辺・南高中・将軍野、由利中、御所野学院中、御野場中、ＹＦＣセレジェスタＢ、ＡＳＰ Ｕ－１５ 

※第一日曜日、第三日曜日は中体連チームとの試合を開催しない。 

                    
４ 会  場  担当責任者中学校グラウンド 他 
                   
５ 参加資格     
 (1) (公財)日本サッカー協会に令和４年度第３種または女子に加盟登録している選手《単独チーム・合同チーム・複数チー

ム（２ndチームは１stチーム直下のリーグまで）可》で保護者が参加に同意していること。 
 (2) ２００７年４月２日以降に生まれた選手であること。 
  
６ 大会参加費  １チーム２１，６００円とする。（１試合あたり１チーム1,800円）※参加チーム数により変更あり 
 
７ チーム編成 
     チームは部長１名、監督１名、コーチ・マネージャー・選手数の上限は設けない。 
   （ベンチには上記以外の者は入れない。） 
 
８ 競技方法 
 (1) 試合はリーグ戦方式とする。 
   勝点制（勝ち３・引分１）をとり、勝点が同じ場合、得失点・総得点・対戦成績の順に従い決定する。それでも同率の

場合は抽選により決定する。 
 (2) 試合時間は７０分（３５分ハーフ） インターバルは１０分とする。 
 (3) 新型コロナウィルスによる感染症予防も兼ね飲水タイムはとる。また、クーリングブレイクは状況に応じてとる。 
 
９ 競技規則 
 (1) 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

ただし、以下については本大会規定を定める。 
 (2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者も一度だけは再び出場できる。 
(3) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず、違反行為によってはそれ以降の処置について 

(一社)秋田県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において決定する。 
 (4) 本大会中、警告を３回受けた選手は次の１試合に出場できない。 
 (5) ローカルルールとして１人審判制も可とする。 
           
10 組合せ  別紙の通り実施する。                                                  
 
11 負傷及び事故の責任 
 (1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。 
 (2) 大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。        
 
12 その他 
(1) 2022年度みちのく参入戦の結果により、上位（１～３）チームは2023年度３部リーグへ昇格する。（参入戦を行うこと

もある） 
(2) 参加申込可否についての通知書は、３月６日（日）～３月１７日（木） 

      参加申込書は、４月１５日（金）まで ※追加登録可 
     メールアドレス   fc-konmaru@mta.biglobe.ne.jp     ３種委員長 古仲 

    期限厳守 
 

 
 



2022/5/14 
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2022秋田県すぎっちリーグ 大会要項 

 
主  旨  Ｕ－１３の県内チームが拮抗した公式大会としてのリーグ戦を実施することで、個人技術・戦術そしてチー

ムのレベルアップと、健全な心身の育成を図ることをねらいとする。 
 
１ 主  催  一般社団法人秋田県サッカー協会 
 
２ 主  管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会 
                                                 
３ 期  日 ※参加チームによる１回戦総当たりリーグ戦とする。 

第１節4/30  第２節5/7  第３節6/4  第４節6/25  第５節7/9  第６節8/28  第７節9/23 第８節10/1  
第９節10/23  を基本とする。 
※学校行事等により予備日を利用する場合も原則連戦は不可とする。 

             参加チーム 
      神岡FC・スポルティフ秋田・EstrellaU13・十文字FC・FCあきた・YFCセレジェスタ・ASPU-15・桜中・大曲中 
             ※第一日曜日、第三日曜日は中体連チームとの試合を開催しない。 
 
４ 会  場  担当責任者中学校グラウンド 他 
                   
５ 参加資格     
 (1) (公財)日本サッカー協会に令和４年度第３種または女子に加盟登録している選手《単独チーム・合同チーム・複数チー

ム（２ndチームは１stチーム直下のリーグまで）可》で保護者が参加に同意していること。 
 (2) ２００９年１月１日以降に生まれた選手であること。（早生まれ可） 
 
６ 大会参加費 １チーム１０，４００円とする。（１試合あたり１チーム1,300円） 
 
７ チーム編成 
     チームは部長１名、監督１名、コーチ・マネージャー・選手数の上限は設けない。 
   （ベンチには上記以外の者は入れない。） 
 
８ 競技方法 
 (1) 試合はリーグ戦方式とする。 
   勝点制（勝ち３・引分１）をとり、勝点が同じ場合、得失点・総得点・対戦成績の順に従い決定する。それでも同率の

場合は抽選により決定する。 
 (2) 原則８人制とする。 
(3) 試合時間は４０分（２０分ハーフ）。間に１０分のインターバルをとる。 
(4) 飲水タイムやクーリングブレイクは、状況に応じてとることとする。 

 
９ 競技規則 
 (1) 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定のサッカー競技規則による。 

ただし、以下については本大会規定を定める。 
 (2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者も再び出場できる。 
 (3) 本大会において退場を命じられた選手は次の1試合に出場できず、違反行為によってはそれ以降の処置について 

(一社)秋田県サッカー協会規律・フェアプレー委員会において決定する。 
 (4) 本大会中、警告を３回受けた選手は次の１試合に出場できない。 
 (5) ローカルルールとして１人審判制可とする。 
           
10  組合せ  別紙の通り実施する。                                                    
 
11  負傷及び事故の責任 
 (1) 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。 
 (2) 大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うこととする。 
                                                                      
12  その他  
(1) リーグ戦上位１チームは、2022年度北東北みちのくリーグＵ－１３参入戦（11月3日）への出場権利を得ることができ

る。 
(2) 参加申込可否についての通知書は、３月６日（日）～４月２２日（金） 

      参加申込書は、４月２３日（土）まで ※追加登録可 
     メールアドレス   fc-konmaru@mta.biglobe.ne.jp     ３種委員長 古仲 

    期限厳守 

 

 

 



その他、各リーグ要項以外の約束        

 

① 帯同審判(主審)は必ず出すことができるようにする。 

 

②  地震などの災害時には利用施設の災害対応マニュアルに従い避難すること。 

雷雨時の対応については，ＪＦＡのサッカー活動中の落雷事故防止対策についての指導を基に、試合運営時の審判が判

断し、チーム代表者がサポートする。雷雨等により試合続行不可能な場合は、ハーフタイムを終了した時点でのスコア

をもって試合成立とする。なお、その試合での警告及び退場は有効となる。（累積等による出場停止の消化も同様に有

効）それ以前においては、原則再試合とする。(３種委員長に速やかに報告) 

 

③  ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)は正の他に、副として正と異なる色のユニフォームを各試合

に必ず携行すること。但し複数チームに関しては、副はシャツに限りビブスも可とする。( ＧＫは除く ) 

    ※胸番号が必ずついていること。 

 

④  ユニフォームの色は参加申込以降の変更は原則認めない。 

⑤  １試合ごとに背番号・氏名が記されたメンバー表を提出すること。 

 

⑥ みちのくリーグと各県リーグに複数チームで登録する場合の決まり 

みちのくリーグに登録された選手でもみちのくリーグでプロテクトされていない選手（プロテクト選手はＧＫ

を除くＦＰ１０人）は、すぎっちリーグに出場できる。 

⑦ 複数チームにおいては、１回目の選手登録は 3/12日（土）～4/14（木）、２回目の選手登録は 6/20(月)～23

（木）、３回目の選手登録は8/22(月)～8/25日(木)とし、その都度申込する。 

 

⑧ 登録選手のチーム間の移籍後の出場資格については、８月３１日をもって最終とする。 

それ以降については、次の場合は認める。  

大会期間中に一家転住等の理由により移籍選手が参加を希望する場合、県３種委員長が別途承認した場合 

⑨ 移籍ではなく、新規に協会登録した選手は大会期間中追加することができる。                       

 

⑩ クラブ申請をしているチームは、試合時に選手数が１１人に満たないときのみ小学生年代（５．６年生のみ）

の選手出場を可とする。 

⑪  １部リーグ上位１チーム（セカンドチームは除く）は、令和４年度の高円宮杯ＪＦＡ第３３回全日本Ｕ－１５

サッカー選手権大会東北地域予選への出場権利を得ることができる。 

 

⑫  各ブロックの上位３チームに、賞状を授与する。  

⑬ みちのくリーグも含め、複数チームが次年度下位リーグに降格する場合は、例え下位リーグが昇格する順位に

いたとしても次年度昇格する権利はなくなる。（Ｕ－１３リーグも同様） 

 

⑭ 各リーグとも上位とは３位までとし、それ以下の順位に関しては複数チームの関係等による繰り上がりがあっ

たとしても昇格はできない。 

⑮ 審判報告書は主審により毎試合作成すること。（退場者が出た場合は、速やかに３種委員長へ報告） 

 

⑯ 新型コロナウィルスへの対応について 

感染防止について、文部科学省、スポーツ庁、JFA、各県 FA、教育委員会が定めるガイドラインを遵守する。 

⑰ 参加チームは、不測の事態が生じない限り、全日程に参加するものとする。 

（途中で辞退する場合は、申込時に○月○日をもって辞退すると事前に連絡をする。その場合、実施していない

試合数分の参加費を各チームに返金する）。 

⑱ 各チームは、領収書等のコピーを保管するとともに出納簿を必ずつけ、いつでも提出できるようにする。 

  （領収書等の原本は、ブロック会計担当者に速やかに提出する） 

 

⑲  本大会要項、その他要項以外の約束に記載されていない事項が生じた場合は、県３種委員会評議委員会・すぎ

っちリーグ責任者合同会議で協議の上、対応する。 

【不測の事態が生じたときの試合結果(得点方法など)や優勝チームが上位リーグ昇格拒否の場合など】 

 


